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千代田区児童生徒就学援助費支給要綱

網的)

第1条この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等の趣旨

に則り、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)

第24条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な児童又は生徒の保護者等に対し、必要

な援助(以下「就学援助」という。)を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条この要綱において、炊の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)児童千代田区に住所を有し、学校教育法第1条に規定する国立又は公立の小学校又は義

務教育学校に就学する児童をいう。

(2)生徒千代田区に住所を有し、学校教育法第1条に規定する国立又は公立の中学校、義務

教育学校又は中等教育学校前期課程に就学する生徒をいう。

(3)保護者等児童・生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)又は

現に監護を行う者、若しくは東京都内の公立中学校夜間学級に在籍する成人に達した生徒本人

をし、う。

(受給の資格)

第3条就学援助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。

(1)生活保護法佃召和25年法律第H4号)第13条の規定による教育扶助を受けている保護者等

(2)生活保護法第6条第2項の規定による保護を必要とする状態で、前号の扶助が行われてい

ない世帯、申請年度中において生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止が決定され

た世帯の保護者等

(3)前年1月から12月までの間の同一生計世帯の世帯員全員の所得金額(総所得金額、退職所

平成27年4月1日27千子学務発第41号

改正平成28年4月1日28千子学務発第23号

得金額及び山林所得金額)が、生活保護法第8条第1項に規定により厚生労働大臣が定める基準

佃召和38年厚生省告示第158号。別表第D で測定した需要額の1.2倍に満たない世帯の保護者等

(前2号に該当するものを除く。)

(4)前号各号に掲げる世帯のほか千代田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に



必要と認めた世帯の保護者等

(就学援助の費目等)

第4条毓学援助は、次の掲げる費目に対して行う。

(1)学用品・通学用品購入費

(2)新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(3)校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(4)移動教室参加費(宿泊を伴うもの)

(5)夏季施設等参加費(宿泊を伴うもの)

(6)修学旅行費

(力学校給食費

(8)卒業アルバム費

(9)医療費

2 就学援助で支給する金額(以下「援助費」という。)及び内訳は、別表第2の1及び別表第2

の2に定めるとおりとする。

3 東京都就学奨励費または生活保護費等により支給される費目については、本就学援助費で同様

費目の支給は行わない。

(受給申請)

第5条就学援助を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる時期

までに就学援助費申請書(第1号様式)に別表第3に定める書類を添付し、教育委員会に提出し

なけれぱならない。

(1) 4月分から就学援助を希望する場合教育委員会が指定する日まで(当該時期に申請する

ことができないやむを得ない理由があったと教育委員会が認めた場合は当該指定日以後の申請

も可)

(2)(1)以外随時

(申請及び認定)

第6条教育委員会は、前条の申請を受けたときは、第3条に規定する受給資格を審査のうえ、審

査結果を就学援助費受給認定通知書(第3号様式)又は就学援助費受給否認定通知書(第4号様

式)により、通知するものとする。

2 申請者の受給認定区分は、第3条第1号に該当する者は「要保護」とし、同条第2号、第3号

及び第4号に該当する者は「準要保i釦とする。
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3 第4条第1項第9号の医療費の就学援助は、定期健康診断等により対象疾病の治療が必要と認

められた児童又は生徒が通学する学校の校長(以下「学校長」という。)が、「要保護及び準要

保護児童生徒に対する医療費援助取扱要領」に基づき、学校病・要保護及び準要保護児童生徒医

療券発行申請書(第5号様式)を作成し、教育委員会に提出し、教育委員会より学校病・要保護

及び児童生徒医療券(第6号様式)を発行することにより行う。

(支給時期等)

第7条就学援助は、別表第4の費目ごとに定める援助費の額を、同表に定める支給時期に支給す

ることにより行う。

2 援助費の支給は、認定を受けた年度限りとする。

(支給方法)

第8条援助費は、第6条第1項の認定を受けた申請者(以下「被認定者」という。)の口座に振

り込むことにより支給する。ただし、被認定者が負担すべき費目の学校ヘの支払いが滞0た場合

は、学校長が管理する口座に直接振り込むこととする。

2 被認定者は、就学援助費委任状(第2号様式)を提出することにより、援助費の請求、受領、

返納に関する権限を学校長に委任することができる。この場合の援助費は、学校長が管理する口

座に振り込むこととする。

3 教育委員会は、前2項の規定により援助費を学校長の目座に振り込んだ場合は、学校長に対し

その使途について関係書類を整備し適正な執行をするよう指導することとする。

(中途申請及び被認定者の区外転出時の取り扱い)

第9条第5条第2号の申請があった場合の援助費は、次の各号に定めるとおり取り扱う。

(1)第4条第1項第1号に掲げる費目については、申請日の属する月から月額を支給する。

(2)第4条第1項第2号に掲げる費目については、当該年度の5月1日現在、児童又は生徒が

在籍する場合は支給する。

(3)第4条第1項第3号から第8号に掲げる費目については、申請日以降の経費を対象とする。

(4)随時申請が転入による場合、前住所地の自治体で既に支給を受け、重複するものは支給し

なし、。

2 就学援助の認定後、被認定者の児童又は生徒が千代田区外に転出した場合の援助費は、次の各

号に定めるとおり取り扱う。

(1)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる費目については、既に支給された場合は返還を要

しない。
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(2)第4条第1項第3号から第8号に掲げる費目については、転出日までの経費を対象とする。

3 教育委員会は、前2項の取り扱いを困難とするやむを得ない事恬がある場合は、当該事情を勘

案し、取り扱いを決定する。

(就学援助の辞退)

第10条年度途中に給いて就学援助を辞退する被認定者は、就学援助費辞退届(第7号様式)を教

育委員会に提出するものとする。

2 前項の辞退届を受けた教育委員会は、就学援助費受給認定取消通知書・変更通知書(第8号様

式)(以下「受給認定取消通知書・変更通知書」という。)により、当該被認定者に通知するも

のとす、る。

(認定の取消、停止等)

第11条教育委員会は、被認定者が偽りその他不正の申請をして認定を受けたとき、援助費を目的

外に使用したとき若しくは被認定者の事情変更により就学援助を必要としなくなったときは、認

定を取り消し、若しくは停止し、又は認定に付した条件を変更することができる。

2 教育委員会は、前項の認定の取り消し若しくは停止又は条件変更を行った場合、受給認定取消

通知書・変更通知書(様式第8号)により当該被認定者に通知するものとする。

(援助費の返還)

第12条教育委員会は、被認定者が援助費の支給を受けた後、当該被認定者が次の各号に掲げるい

ずれかの事由に該当した場合は、支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(1)第10条の規定により被認定者が就学援助を辞退した場合

(2)前条の規定により就学援助の認定の取り消し等を行った場合

(3)児童若しくは生徒が長期欠席し、又は行事不参加等により援助費を使用しなかった場合

(4)前3号のほか、教育委員会が必要と認めた場合

(援助費支給確定の通知)

第13条教育委員会は、各年度における援助費の金額が確定したときは、就学援助費支給金額確定

通知書(第9号様式)により、各被認定者に対し当該年度の援助費の支給額を通知する。

(周知方法)

第14条就学援助の周知は、次の各号の方法により行う。

(1)「広報千代田』及び「千代田区総,合ホームページ」掲載

(2)区立小・中学校及び九段中等教育学校に在籍tる全児童・生徒を通じて、保護者に対して

「就学援助費のお知らせ」及び「就学援助費申請書(兼伺意書)」を配布
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附則

(施行期助

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年4月1日付、26千子学務発第45号「千代田区就学奨励援助費事務処理要領」を廃止す

る。

附則(28千子学務発第23号)

(施行期田

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行司、る。
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別表第1 (第3条関係)

需要額の測定は、「就学援助費の需要測定に用いる保護基準額等早見表」に基づき、以下の計算式によ
る。

(1)十(2)十(3)十(4)需要額

需要額の積算項司

①生活保護基率

世帯単位に測定

仍第1類n級地・1]の基準額に12を乗じて得た額

但し、算定人員が4人の場合は、その合算額に0.95を乗
じて得た額とし、5人以上はその合算額に0.9を乗じて得
た額とする。

②教育扶助基準

積算項目の詳細

(イ)第2類[1級地一1]の基準額に12を乗じて得た額

③住宅扶助基推

(イ)
第2類[1級地一1]の冬季加算額[Ⅵ凶に5を乗じて将た
額

(ウ)期末一時扶助額[1級地・刀

④母子加算

、

(ア)基率額に12を乗じて得た額

(イ)学習支援費102を乗じて将た額

(ウ)学校給食費101を乗じて将た額

仍
住宅扶助師事承認]の額に詑を乗じて将た額を限度と
し、限度額より負担額が小さい場合はその額とする。
(賃貸借住宅居住者を対象とし、持家・使用貸借等は遮用され
ない)

の基準額曙宅]の額に12を乗じて得た額

世帯員全員について個人別
に測定

備考

世帯単位に測定

世帯単位に測定

世帯員全員について個人別
に測定

児童・生徒全員について測定

世帯単位で測定
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別表第2の1

対象者

(第4条第2項関係)

第4条に規定する費目

ω
学用品・通学用品購入
費

②
新入学児童生徒学用
品・通学用品購入費

23,760円,ノ(月額1,980円X12ケ月)

年問額を支給する.但し、第5条第2号に該当する場合は、申請日の属する月か
ら当該年度の3月までを支給寸る.

③

学用品:ノート・筆記用具、副読本、練習帳、辞書類、実験・実習用の材料、作
業衣等。
通学用品:通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき等.

校外活動費
(宿泊を伴わないもの)

各費目の詳細

④

24,370円/(一時金:分割なし)

移動教室参加費
(宿泊を伴うもの)

新たに入学する児童が通常必要とする新入学に当たっての学用品・通学用品
{ランドセル、カパン、痢明昆、制桐}。
朔隈内受付で当談年度の5月1日現在、国立又は公立の小学校に在籍する場
合に支給.但し、朔隈後受付・期隈後転入受{寸'て・、教育委員会がやむをえない
事情に獨ると判断した場合には支給。

⑤

小学校

夏季施般等参加費
(宿泊を伴うもの)

実費相当額

⑦

児童が学校外に教育の場を求めて行う学校行事の中で、宿泊を伴わないものに
参加するための億接必要な交通費及び見学料等のうち、学校が認めた金額と
する。

学校絵食費

実費相当額

⑧

児童が宿泊を伴う校外活動等に参加するための直接必要な交通費等のうち、
学校が認めた金額とする.

卒業アルバム費

実費相当額

⑨

児童が宿泊を伴う校外活動等に捗加するための直接必要な交通費等のうち、
学校が認めた金額とする。

医療費

実費相当額

⑧

人件費・設備修繕費等、区の負担する怒費を除き、保襲者から実際に徹収した
費用とする。

卒業アルバム費

実費相当額

⑨

アルバムの伽」作・購入に必要な費用のうち、学校が認めた金額とする。

医療券交付

医療費

学校保鐘安全法施行令(昭和飴年政令第174号)第8条に規定する疾病にかか
リ、学樫に枯いて治療の指示を受けた場合に、「要保膜及び率要保護児童生徒
に対する医療費援助取扱要領」に従い、医療毒を交イ寸する。

実費相当額

アルバムの伽H乍・購入に必要な費用のうち、学校が認めた金額とする。

医療券交付

学校保健安全法施行令(昭和認年政令第174号)第8条に規定する疾病にかか
リ、学校に郭いて治療の指示を受けた場合に、要保蔑及び準斐保蔑児童生徒
に対する医療費挽助取扱要領に従い、これに要する費用を按助する。

認
定
区
分

準
要
保
護

第
2
 
号
・
第
3
 
号
・
第
4
 
号
該
当

第
3
条

要
保
護

第
1
号
該
当



別表第2の2

対象者

(第4条第2項関係)

第4条に規定する費目

ω 学用品・通学用品購入

②
新入学児童生徒学用
品・通学用品購入費

40,080円/'(月額3,340円ゞ'12ケ月)

年闇額を支給する。但し、第5条第2号に被当する場合は、申請日の属する月か
ら当該年度の3月までを支給する.

(3)

学用品:ノート・筆記用具、副読本、錬習帳、辞書類、実験・実習用の材料、作
業衣等.
通学用品:通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき等。

校外活動費
(宿泊を伴わないもの)

各費目の詳細

④

27,960円/(一時金:分割なし)

移動教室参加贄
(宿泊を伴うもの)

新たに入学する児童が通常"要とする新入学に当たっての学用品・通学用品
(ランドセノレ、カバン、制服、制帽).
期隈内受付で当該年度の5月1日現在、国立又は公立の小学校に在籍する場
合に支給.但し、期隈後受付・捌限後転入受付で、教育委員会がやむをえない
事情に因ると判断した場合には支給。

中学校

⑤ 夏季城設等参加費
(宿泊を伴うもの)

実費相当額

⑥

生徒が学校外に教育の場を求めて行う学校行事の中で、宿泊を伴わないものに
参加するための億接必要な交通費及び見学料等のうち、学校が認めた金額巴
する。

修学旅行費

実費相当額

⑦

生徒が宿泊を伴う校外活動等に参加するための直接必要な交通費等のうち、
学校が認めた金額とする.

学校給食費

実費相当額

⑧

生徒が宿泊を伴う校外活動等に参加するための直按'要な交通費等のうち、
学校が認めた金額とする。

卒業アルバム費

実費相当額/但し、限度額90,000円

⑨

修学株行等{中学校又は中等赦脊学校詑娚課程を通じてモれぞれ1回に限
る。)1こ要する費用のうち、直接必要な交通費、宿泊料、見学料、記念写真代、
医療費及び旅行傷害保険料等の額で学校が認めた金額とする。

実費相当額

医療費

⑥

人件費・般備修繕費等、区の負担する経費を除き、保瀧害から実際に徴収した
費用とする.

修学旅行費

実費相当額

⑧

アルバムの仰H乍・購入に必要な費用のうち、学校が認めた金額とする。

卒業アルバム費

医療券交付

⑨

学校保健安全法施行令(昭和朋年政令第174号)第8条に規定する疾病にかか
リ、学校において治療の指示を受けた場合に、「要保護及び準要保護児童生徒
に対ずる医療費援助取扱要領」に従い、医療券を交付する。

医療費

実費相当額/但し支給限度額90.000円

修学旅行等(中学校又は中等教青学校前期課程を通じてそれぞれ1回に隈
る.)に要する費用のうち、直接感要な交通費、宿泊料、見学料、記念写真代、
医療費及び旅行傷害保険料等の額で学校が認めた金額とする。

実費相当額

アルバムの伽H乍・購入に必要な費用のうち、学校が認めた金額とする。

医療券交付

学校保健安全法施行令(昭和韶年政令第174号)第8条に規定する疾摘にかか
リ、学校において治療の指示を受けた場合に、要保蔑及び塗要保護児童生徒
に対する医療費援助取扱要領に従い、これに要する費用を援助する。

認
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要
保
護

第
2
 
号
・
第
3
 
号
・
第
 
4
 
号
該
当

第
3
条

要
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別表第3

第3条に規定する対象者

生活保護法(昭和25年法
律第144号)第13条の規定
による教脊扶助を受けて
いる保護者等

①

生活保護法第6条第2項の
規定による保護を必要とす
る状態で、前号の扶助が

②行われていない世帯、申
請年度中において生活保
護法第26条の規定による
保護の停止又は廃止が決
定された世帯の保懲者等

1 就学援助費申請書(兼同意書)

提出書類

1 就学援助費申請書(兼同意書)

前年1月から12月までの間
の同一生計世帯の世帯員
全員の所得金額(総所得
金額、退職所得金額及び
山林所得金額)カミ、生活
保護法第8条第1項に規定
により厚生労働大臣が定
める基準(昭和能年厚生
省告示第158号。別表第
1)次条で測定した需要額

(様式第1号)

⑧

千代田区教育委員会が特
に必要と認めた世帯の保
護者等

④

(様式第1号)

(注?)

就学援助費申請書(兼同意醤)(様式第1号)

世帯全員の収入がわかる証明書類

※区民税・都民税証明書、納税通知誓兼税額決定通知書等

住居費の負担を証明する書類(※賃貸惜を行っている者を対象)

換賃貸借契約書の写し、入居者負担額通知書、住宅使用料等納入通知書

3

(注1) 1月1日現在、千代田区に住民覺録をし、引き続き千代田区に住民登緑をしている者は、「2世帯全員の収入が
わかる証明書類」を省略することがてきる。

家の家賃控除が不要な場合性活保護受給者・家賃控除しなくても所将基地未測は、住居費の負担を証明する
書類の提出は必要ありません。

1
 
2



別表第4

第4条に規定する費目

(第7条第1項関係)

ω
学用晶・通学用品
購入費

②
新入学児童生徒学
用品・通学用品購
入費

第1期支給分
(当肢年度の7月末までに支給)

4月から翌3月までの12ケ月分

③

※途中転入者については、原則、転入月から当該年度の3月までの月数分。

郊外活動費
(宿泊を伴わないも
の)

支給時期及支給費目額

④

小学校24,370円/(一持金:分割なW

中学校27,960円/(一時金:分割なし)

移動教室参加費
(宿泊を伴うもの)

⑤ 夏季施般等参加費
(宿泊を伴うもの)

第2期支給分
(翌年座の4月末までに支給)

⑥ 修学旅行費

⑦ 学校給食費

~ー__、、_

⑧

当該年度の6月までに行われた修学旅
行で、修学旅行等に要する費用のうち、
億接必要な交通費、宿泊料、見学料、
記念写真代、医療費及び旅行傷害保
険料等の額で学校が認めた金額

卒業アルバム費

4月から翌年3月までに要した経費で、
学校が認めた額

4月から8月までの概算額

4月から翌年3月までに要した経費で、
学校が認めた額

4月から翌年3月までに要した経費で、
学校が認めた額

当該年度の7月以降に行われた修学旅
行で、修学旅行等に要する費用のうち、
直接必要な交通費、宿泊料、見学料、
記念写真代、医療費及び旅行傷害保
険料等の額で学校が認めた金額

4月から翌年3月までに要した経費から
左記概算額を差し引いた額

4月から翌年3月までに要した経費で、学
校が認めた額



千代田区長殿 平成年月

次のとおり、就学援助費を申請します.就学援助の認、定のため、私及び生計を共にしている世帯の住民・外国人登録情報、特別区
民税・都民税に関する情報、児童扶養手当情報、生活保護受給状況等を棚査し、利用することに同意します。

千代田区から支給される就学援助費は、下記の口座に口座振替により振り込んでください。また、校外活動費等、移動教室・夏季施

設等参加費、修学旅行等参加費、卒業記念アルバム費、学校給食費など保薦者が負担すべき経費の支払が滞った場合は、学校長
が管理する口座に振り込むことに同意します。

平成

申請者名
(保護者名)

年度就学援助費申請轡(兼同意轡)

現住所

÷ の

千代田区

フ.他区居住

リ

ナ

ガナ

名

厶の

岐尉
づ々1f

叫即
門'1、C

生年月巳

气

呈井,11
ー:iミ

叩如
平1之

自宅
電話

年

{様式第1号}

1 1r1ι

臼中
連絡先

簿

1罰.台
史立

幻扣
阜j二

勤務先・学校名

舌こ

臼

①申請理由

!1子1_'島
TⅡ

晒森
q:1.ι

日

卑

②前年分の
所得状況

臼

月

物虐
',ヨ"

階抑
凱典

握助
対魚

佳

口生活保護を受けているため
厶

n 生活保護を受けていないが、経済的な理由で就学援助を必要としている

臼

③寡賃証明需添付
の有無

同居
別居

月

咲虐
プ'

昭卯
県1患

日

④前年度の認定

給与所得のみで年末畑整されている

確定申告該たは住民税の申告をした

その他(

伺居

別居

金融
機聞名

別居の方の住所

郁

円

問居
.

別居

預金程別

盗世杢匁,窓興を負担し、家賃の控除を受ける(

添付なし。寒捉を負担していない(持家廷ど)ため

に〕添付なし。寂鱗を負担しているが、家賃の控除不要住活保護受給者、家賃を控除し赴くても所詔基準末満の方笥のため

口座名難
(申講者名)

口前年度の就学援助認定を畳けた

金酷機閲コー'(

問居
.

別居

普通・当座

フりガプ

事務
処理欄

伺居
.

別居

」^冒

(申告喬提出先

伺居
.

別居

1.聾保護

2.準饗保護

銀行

信組

3,否認定

問居

別啓

4.その他(

. 信金

愈協

1コ前年度の就学援助認定を受けてい悲い床申請・否認定を含期

口座番号

.

')

、「『^..^ー.電冒』冒』、『゛一申^ー.^.゛ー..^..^...゛.ー.、.り.冒^."..""、....、...."..」」、ー.、....』.ー、L ト"」」、Ξ^^'1],ト」」、戸.戸明.ー..1-r",q 1闇、^ー.^

支店]・ド(

世帯

玲

基準
串 8

側奨励費申請有

世帯
1b

本店

支店

受付臼(郵送・窓口)

1.要保護

2.準要保護

3.否認定

4.その他

5,末申告

6.対象児竜・生徒なL

学
年

続
柄

異

世
帯
主

月

霖
族
状
況
(
生
計
を
一
に
す
る
方
全
員
を
記
入
別
居
者
を
含
む
)

Ξ

4

認
定
区
分

月

前
年
状
況

]
.

口
繍

C
]
繍

振
込
口
座

該
当
写
る
口
に
[
ゾ
]
を
し
て
く
だ
さ
い

フ
氏

)
)



.

※申請が遅れた堤合は申請月からの認定となの萩すので、期限までに申請をお願いレぎす。

.

声 tl

徒一人ずつ分けて申請する必要はありきせん。

・申請密の太枠の中を、記入・押印してください。申請者の押印を忘れずにお願いいたレぎず。

り談すと塞査できませんので、記入・押印濡れの無いようご確認ください。

前年度、就学援助を受けられていた方も新たに申謂をする必要があのます。

・審査は、世帯全員の前年分の所得を合算して行い弐す。そのため所得が分からない場合には審置ができません。申請

する方で税炉爪畢税荻たは住民税)の申告が済んでい恋い方は、所得の有無に関係なく必ず申告を済ませてください。

(勤務先で年宋調整が済んでいる方は除く)

゛M

申請書の記入の仕方

ミた、1 2 上

、。希望される児童・生徒が複数の場合でも、1枚にぎとめて記入し、児童・生

(停D母親と児童・生徒が千代田区に住み、生計をーにする父親が千代田区以外に住んでいる場合、父親の「住民税課税証明書」の提出が

必要です。

^一
L舮

い

翻惣族状況欄の記入について

.4

い。

・就学援助を希望する児童・生徒は、援助対象欄に0を記載してください。

・対象と恋る学校は、千代田区立又は国立・公立の小学校、中学校、疑務教育学校、中等教育学校(前期課程)です。

「

1舮

・干代田以外に住んでいる方は、住所も併せて記入してください。

崖申請理由などの樹の記入について(各項の該当する口にyを記入してください。)

「①申請理由」樹は、申請時に生活保護の有無を選択し、受けている場合は受給開始年月を記入してください。

「②前年分の所得状況」欄で、確定申告または住民税を申告したを選択した方は、申告誓提出先を記入してください。

B

^

い六

「③寡賃証明書添付の有無」糊で、添付ありを選択した堺合は、

記入・押印漏れがあ

※証明書は、所在地、措主、貸主、寡賃額、契約期問等の記載のあるもの.(預貯金通帳の引落し部分の写しは不可)

※添付が無い嬬合は「寡賃を負担していない」とみ啄して毎盃します。

「④前年度の認定」糊は、前年度の就学援助認定を受けた場合、「認定を受けた」を選択してください。

同居・別居にかかわらず生計をーにしている人全員を記入してくださ

「

.振込口座欄の記入について

・申請者(保護者)名に記載した名義の口座を記入してください。就学援助費は、学校長が管理する口座を除き、申謂

者と同0名麓の口座にしか振の込めません。

※申請者と怨ってい恋い保護者名義、会社名や団体名箸の方嘗が付いた名義の口座には振込でき弐せんのでご注意ください。

※ゆうちょ銀行の口座ヘの振込を希望される方は、貯金通帳の銀行使用欄に記載されている振込専用の「店名」「店番」「預金

極目」「口座番号」を確認のうえ記入してください。

r X

ヨ

ーフー

・学校長が管理する口座ヘの振込を希望する協合は、学校にその旨お申し出ください。

上

B してください。

【問合せ及ぴ提出・郵送先】
千代田区教育委員会事務局学務課学務係

電話鳴一5211-4284(波通) FAX 船一32艶一3420
〒102-86訟千代田区九段南卜2-1(千代田区役所4階)

午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

一こ

こ

こ石



平成 年度に支給される就学援助費を下記の口座に振り込んで下さい。

また、必要ある場合は、就学援助費の受領・返納に関する一切の権限を、

'

就学援助費委任状

1 学校給食費を委任します。

2 全額委任します。

学校長

(様式第2号)

1 振込先金融機関

2 振替口座

に委任します。

屯

普通・当座

_」ヨ座番曼^

フりガナ

平成

氏

年月日

住所

児童・生徒氏名

保護者名

銀

田

./

印
＼

、、

.



平成年度就学援助受給者として認定いたします。

①就学援助費は、保護者のみなさまの口座(申請書に記入した振込口座)に第1期・第2期に分けて振り込みます。
但し、振込口座を学校長の管理する口座に指定いただいた場合や、学校で徴収している学納金に滞納がある場合は、
直接、学校長の管理する口座に振り込みまt。

②他の援助費等により支給対象とされる費目については、他の援助費等の支給金額にかかわらず支給いたしません。
例えぱ、生活保護受給者においては、生活保護費により支給対象とされている費目は就学援助費では支給いたしません。

(3)医療贄は、学校の健康診断などに船いて指定された疾病等にかかウていることが判明した場合に、自己負担分を
区から医療機関に支払います。
事前に学校ヘ医療券発行申請書を提出し、発行された医療券を医療機関に提出してください。

様

平成 年度就学援助費受給認定通知書

{様式第3号}

NΩ

※記載内容に誤りがありましたらご連絡ください。
※申請内容に変更が生じた壗合(住所の変更、生摺保護受給資格の変更な
ど)は、速やかにその旨ビ連絡ください。変更内容により就学援助費の変更や
支給額を返納していただく揚合があります。

振込予定日

千代田区教青委員会事務局子ども部学務課学務係

〒102-8688

千代田区九段南1-2-1 千代田区役所4階
1豆船一521卜4284(直通)

支給予定額[単位.剛

費目

学齢縛楡

予定金額

氏名

学用品費等
[全学年]

学校名・学年

費目

対象児童0生徒

住所

予定金額

修学旅行費
臼月・3"実諸]

[巾学3年]

新入学

学用品費等
〔小1・巾1〕

※実費相当額は、各学校が算定した金額になります.中学校及び中等激育学校3年生の修学旅行等毒加費輿費相当額の上限は9万円
で司、。
難給食費は、学校行事等の都合により増減する場合があります。
※新入学学用品費は、各学校1学年について、指定期日までに申請された場合のみ対象となります。
※年度の途中で転出入等の場合は、対象期澗のみ支給対象となり、他の自治体からの支給により重複する部分に0いては、他の自治体
での支給金額にかかわらず支給いたしません。

※予定額のため変焚となる場合があります

倍牢

認定結果

認定基準日

修学旅行費
〔'月・6月実怖]

〔中学3年]

移動数室費
DJ、5.6・小幻

平成 年 月

校外活動費
匪学年]

学校給食費
冊月分瑚

日

年生

夏季施般費
〔小'.↓皐学]

千代田区教育委員会

[※ご指定の保護者口座に振込みます]

卒業フルハ'ム
[小6.巾31

学校給食費
[9月分以降]

第1期
支給予定額
1饗費相当除く}

第2期

支給予定額
(実鞍網当除く)

〒



様

平成年度就学援助受給者として認定できませんでした。

先に申請のありました、就学援助費の受給申請につきまして、審査の結果、前年分の世帯全員の所得額が認定基準を超えており、認
定できませんでしたので船知らせいたします。

なお、今後「生活保護受給者として認定」となった場合は、就学援助受給者として認定となる場合がありますので、再度就学援助申諸
をお願いいたします。

平成 年度就学援助費受給否認定通知書

'

(様式第4号)

NΩ

千代田区教育委員会事務局子ども部学務課学務係

〒102-8688

千代田区九段南1-2-1 千代田区役所4階
頂 03-521卜4284(直通)

支給予定額

費目

学齢癒地

予足金額

氏名

学用品費等
佳学年〕

学校名・学年

費目

対象児童・生徒

住所

予定金額

帳学旅行費
臼月一3月実雄1

t中学3年]

新入学
学用品費等

D上1・小1〕

倍寧

認定結果

修学旅行費
裂月・6月実墹

〔中学3年]

移動教室費
[小5,'・キ知2]

平成 年

否認定

月

校外活動費
除学年]

学校給食費
〔8月分1乞1

日

年生

夏季施設費
【小ι・叩学1

千代田区教育委員会

卒業アルハ'ム
〔小'・小き1

学校給食費
和刃分以聾]

第1期
支給予定額
(実費桐当除0

第2期

支給予定額
(実典扣当款く)

゛

〒



学校病・要保護及び準要保護児童生徒医療券発行申請書

【学校記入欄】

学校名

児童・生徒氏名

治療指示病名

千代田区立

学校長調査
確認印

.

0学校担当者ヘ(医療券交付の注意事項)

1.本件はーつの疾病につき、1ケ月に1枚交付する。

2.交付対象者は、就学援助受給者(要保護・準要保護)の児童生徒のみである。

3.交付時には、医療券申請捧に必要事項を記入する。

4.申請後には、速やかに千代田区教育委員会事務局学務課(以下、「区教委」という.)ヘ提出し、区教委は申請書1こ基
づき医療券を発行し、発行された医療券は当該児童生徒に交付してください。

1.う歯 2.慢性副鼻腔炎

6.中耳炎 7.寄生虫病

校長名

M

.

.

.

.

自

.

保護者の皆様ヘ

あなたのお子さまは、学校で行った健康診断の結果、上記の「治療指示病名」の病気にかかっていることが解りまし
た。千代田区では、就学援助を受けている児童・生徒がこれらの病気を治療する場合、保護者に代わって診療費
をお支払いする制度があります。
ご希望される方は、【保護者記入欄】に必要事項を記入し、学校に医療券の発行を申請してください。申請後、医
療券は学校を経由してお渡しします。
なお、診療時には、医療券と保険証を忘れずに医療機関に提示してください。

学校

3.アデノイド 4.結膜炎 5.トラコーマ

8.白癖 9.男f癖 10.膿痴疹

(様式第5号)

学年

ー.^症.^..^尚.^幽当^曲軸^..^..^..^..^..^..^..^..^..^興暑^向輔^軸向^賊哨^輔畔^岬.^..^..^..^.

f-'ーーーー'一『

第

公印

【保護者記入欄】

担当者
(養護紋諭)

児童・生徒氏名

学年

氏名

健康保険の有無

保護者
住所・氏名

ノ

有・無

上記治療内容にかかる、医療券の発行を申請します。
また、診療費の請求及び受領を医療機関に委任します。

平成年月日

(住所)

」゛

区教脊委員会処理欄

保険証の記号番号

・・ 1

(保護者氏名・印)

田

讐

発行 諸求 執行

/ 、、

一
印
一

{
印



医療券発行番号

学校病・要保護及び準要保護児童生徒医療券

児童・生徒氏名

(生年月日)

学校名

儉

住所

氏名

氏名

健康保険の有無

男・女(平成

千代田区立

※この欄に記載のない病名の治療は行わないでください。

住所

氏名

年

有・無

月 日生)

学校

初診

(様式第6号)

転帰

保険証の記号番号

平成

才

請求内容

治癒・継続 0 中止

第

診療報酬請求書(

年

診療総額

学年

月

発券者

控除額(社会保険負担額)

日

差引請求額

千代田区教育委員会

当月の診療実施日数

一金

年

千代田区長殿

十

件

公印

月分)

件

万

ただし、

日

日

※太枠内を記入してください。

千 百 十

住所

円

にかかる診療報酬として

氏名

也請求いたします。

円

円

円

平成 年 月 日

＼

、、

受
療
者

保
護
者

治
療
病
名



千代田区教育委員会

平成

就学援助費の受給を辞退します。

年度就学援助費辞退届

学校名

千代田区立

児童
生徒名

(様式第7丹)

フりガナ

住所

平成

千代田区

年

申請者名
(保護者)

月

小・中学校

第

フりガナ

日

学年

辞退理由

電話番号(

組

印



様

平成

次のとおり、就学援助費の認定を取消・変更します。

年度就学援助費受給認定取消通知書・変更通知書

平成

千代田区教育委員会

年

対象申請者名
(保護者)

(様式第8号)

月 日

対象児童生徒
学年・氏名

記

認定区分

取消・変更の理由

、



平成年度就学援助費支給金額確定通知書
就学援助費の確定金額を郭知らせいたしま司、。

a)第1期分は、既に保護者の指定口座(申請書に記入した振込口座)に振り込み済です。
なお、振込口座を学校長の管理する口座に指定いただいた場合は、直接学校長の管理する口座に振り込んで浦ります。

②他の援助費(生活保護費等)の支給対象とされる狩目にっいては、支給金額の有無にかかわらず対象となりません。
例えば、生活保護受給者においては、生活保護費により支給対象とされている贄目は就学援助費では対象となりません。
また都立学校通学者においては、束京都枇学奨励費等により支給対象とされている費目については、支弁区分により支給が

無い場合にも区の就学援助費の対象となりません。それぞれ支給対象となっていない費目のみ支給いたLます。
③実喪相当額の金額は、各学校が決定した金額になります。
④学校における保護者が負担すべき経費について支払が滞っている場合は、就学援助費受給申請にしたが0て、尅学援助
費を学校長が管理する口座ヘの振り込みに変更いたします。

その場合、支払が滞っている全ての経費が賄われるわけではありません。したが0て支払が滞っている経費にっいては、引き
続き学校の指示に従うてください。

様

(様式第9号)

NQ

千代田区教育委員会事務局子ども部学務課学務係

〒102-8688

千代田区九段南1-2-1 千代田区役所4階
]且鴨一52H-4284(直通)

振込予定日

年間支給確定金額畔位.円]

学齢簿N@.

費目

氏名

確定金額

学校名・学年

対象児童・生徒

住所

学用品費
[全学年]

費目

確定金額

最終認定結果

築記載内容に誤りがありましたらご連絡ください。
※申請内客に変更が生じた場合(住所の変吏、生活保護受給資格の変更など)があ0た場合は、速やかにモの旨ご連絡くださ
い。変更内客により就学援助費の変更や支給額を返納していただく場合があります.

認定基準日

移動教室費
DI、5,'・小幻

新入学学用品費
[小1・11.11

平成 年

校外活動費
[金学'円

月

修学旅行費
L上段額9万円1

[斗.学3年]

[※ご指定の保護者口座に振込みます]

日

年生

夏季施設費
DJ、ι・小学]

千代田区教育委員会

学校給食費
[令学郁]

卒業アルハ'ム
[小'・小a]

年閻支給金額

第1期支給済額

差引支給金額

〒


